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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした政

策の名称 

半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（法人税：義）（国税 30） 

（法人住民税：義、法人事業税：義）（自動連動）（地方税） 

  ② 上記以外の

税目 

（所得税：外）（国税 30） 

（住民税：外（自動連動））（地方税） 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

半島振興対策実施地域として指定された地域のうち、半島振興

法第９条の２第１項及び第９項の規定に基づき、市町村が策定す

る産業振興促進計画を主務大臣（総務大臣、農林水産大臣及び国

土交通大臣）が認定した地区における、法人又は個人事業主に適

用される、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス

業等に係る割増償却を認めるもの。 

割増償却期間：５年間 

償却限度額：機械・装置       普通償却額の 32％ 

建物・附属設備、構築物 普通償却限度額の 48％ 

《要望の内容》 

本租税特別措置の適用期限を２年間延長し、令和５年３月 31

日までとする。 

《関係条項》 

・半島振興法第９条の２、第 16 条 

・租税特別措置法第 12 条、第 45 条、第 68 条の 27 

・租税特別措置法施行令第６条の３、第 28 条の９、第 39 条の 56 

5 担当部局 農村振興局農村政策部地域振興課 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和２年５月～９月 

分析対象期間：平成 29 年度～令和４年度 

7 創設年度及び改正経緯 昭和 61 年度 創設 

（機械等 16/100 建物等 8/100 1,700 万円超） 

昭和 63 年度 適用期限の２年延長 

平成２年度 適用期限の２年延長 

平成４年度 適用期間の２年延長（1,900 万円超） 

平成６年度 適用期間の１年延長 

（機械等 14/100 建物等 7/100 2,100 万円超） 

平成７年度 適用期限の２年延長 

平成９年度 適用期限の２年延長（2,300 万円超） 

平成 10 年度 特別償却率引下げ（機械等 14/100→ 13/100） 

平成 11 年度 適用期限の２年延長 

（機械等 12/100 建物等 6/100） 

平成 13 年度 適用期限の２年延長（機械等 12/100→ 11/100） 

平成 15 年度 適用期限の２年延長（2,500 万円超） 
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平成 17 年度 適用期限の２年延長（機械等 11/100→ 10/100） 

旅館業の追加（半島振興対策実施地域のうち過疎地

域に類する地区：建物等 7/100） 

平成 19 年度 適用期限の２年延長 

（旅館業：建物等 7/100→ 6/100 2,000 万円超） 

平成 21 年度 適用期間の２年延長 

平成 23 年度 適用期限の２年延長 

旅館業を除外、農林水産物等販売業の追加 

平成 25 年度 割増償却へ改組 

旅館業、情報サービス業等の追加 

取得価額要件の引下げ 

（2,000 万円超→ 500 万円以上） 

平成 27 年度 適用期限の２年延長 

平成 29 年度 適用期限の２年延長 

令和元年度  適用期限の２年延長 

8 適用又は延長期間 ２年間（令和３年４月１日～令和５年３月 31 日） 

9 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

半島地域は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、国土の幹線

軸から離れているなどの条件不利性を抱えており、人口減少・高

齢化が加速している。このため、半島振興法に基づき、半島振興

対策実施地域において、生活基盤の整備を行うとともに、製造

業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の振興を図

り、雇用の確保を行い、若年層の人口流出の抑制、地域経済の活

性化を図る。 

    《政策目的の根拠》 

○半島振興法（昭和 60 年法律第 63 号）（抄） 

第１条（目的） 

この法律は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が

乏しい等国土資源の利用の面における制約から産業基盤及び生

活環境の整備等について他の地域に比較して低位にある半島地

域（架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む。以

下同じ。）について、広域的かつ総合的な対策を実施するため

に必要な特別の措置を講ずることにより、これらの地域の振興

を図り、もつて半島地域の自立的発展及び地域住民の生活の向

上並びに国土の均衡ある発展に資することを 

目的とする。 

第 13 条の２（農林水産業の振興） 

国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即し

た農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物

の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止並び

に観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとす

る。 

第 16 条（税制上の措置） 

国は、租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の定

めるところにより、半島地域の振興に必要な措置を講ずるもの

とする。 
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    ○農林水産業・地域の活力創造プラン 
（平成 25 年 12月 10 日農林水産業・地域の活力創造本部決定、平

成 30 年 11 月 27 日改訂） 
Ⅱ 基本的考え方 

森林などの地域資源や地場産品を核として雇用を創出し地
域で経済が循環する仕組みの確立にチャレンジするなど、農
山漁村の潜在力を発揮するための施策を府省連携して進めて
いく。 

    Ⅲ 政策の展開方向 
７．人口減少社会における農山漁村の活性化 

高齢化や人口減少が都市に先駆けて進行している農山漁
村については、小規模集落が増加するなど集落機能が低下
しつつある。（略）地域で受け継がれてきた「食」をはじ
めとする豊かな資源を活用して新たな需要を発掘する
（略）。 

また、地域で受け継がれてきた豊かな資源を活用した農
林水産業の振興や 6 次産業化等の推進によって、農山漁村
への就業を促進し、地域の雇用・所得を生み出すことで、
地域の活性化が図られる。 

（略）とりわけ中山間地域をはじめとする条件不利地域
においては、地域の特色を活かした多様な取組をきめ細か
く推進する。  

    ○食料・農業・農村基本計画（令和２年３月 31 日閣議決定） 

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に構ずべき

施策 

３．農村の振興に関する施策 

（１）地域資源を活用した所得と雇用機会の確保 

① 中山間地域等の特性を活かした複合経営等の多様な農

業経営の推進 

（略）中山間地域等の特色を活かした営農と所得の確保

に向けて、必要な地域に対して、（略）生産・販売施設

等と一体的な整備を推進する。 

② 地域資源の発掘・磨き上げと他分野との組合せ等を通

じた所得と雇用機会の確保 

ア 農村発イノベーションをはじめとした地域資源の高

付加価値化の推進 

 農村を舞台として新たな価値を創出し、所得と雇用

機会の確保を図るため、（略）多様な人材が農村の地

域資源を活用して新たな事業に取り組みやすい環境の

整備などにより、現場の創意工夫を促す。 

また、地域の農業者が農産物の加工、直売や観光農

園、農家レストランの経営等の新規事業を立ち上げ、

新たな付加価値を生み出す６次産業化を推進する。 

オ 農村への農業関連産業の導入等 

（略）農村への産業の立地・導入、多様な人材によ

る農村での起業の促進、地域の資源と資金を活用し農

村の魅力ある産品やサービスを提供する地域商社等の

地域密着型事業の支援等を実施する。 
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    ③ 地域経済循環の拡大 

イ 農畜産物や加工品の地域内消費 

農村に安定的な所得や雇用機会を確保するため、地

域内で生産された農畜産物や、これを原材料として地

域内で加工された食品等について、地域内の学校や病

院等施設の給食への活用、農産物直売所等での提供・

販売や、各種イベント等での消費者への啓発を通して

地産地消を実現し、農村で生み出された経済的な価値

を地域内で循環させる地域経済循環を確立する。 

  ② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

《大目標》 

食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村の振興、

農業の多面的機能の発揮、森林の保続培養と森林生産力の増進、

水産資源の適切な保存・管理等を通じ、国民生活の安定向上と国

民経済の健全な発展を図る。 

    《中目標》 

農村の振興 

    《政策分野》 

⑬地域資源を活用した所得と雇用機会の確保 

  ③ 達成目標及

びその実現

による寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

雇用の確保を行い、若年層の人口流出の抑制、地域経済の活性

化を図る。 

（測定指標） 

半島地域における社会増減率に係る過去５ヶ年平均との比を毎

年度 1.00 未満とする。（ただし、過去５ヶ年平均が正の値であ

るときは 1.00 超） 

※ 社会増減率：社会増減（他地域からの転入から他地域への転出数

を差し引いたもの）を、期間の期首人口で除したもの 

※ 半島地域における社会増減率はこれまで負の値であったことか

ら、過去と比べて減少幅が縮小することを目指し、災害や景気動向

等の外部要因の影響を減少させるため、過去５ヶ年平均との比較を

する。 

    《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

本特例措置の活用により、農林水産物等販売業、旅館業に係る

設備投資が促されることで、半島地域と地域外との交流促進が期

待され、半島地域外から訪れる観光入込客数の増加が見込まれ

る。 

また、製造業、情報サービス業等に係る設備投資が促されるこ

とで、事業者の競争力が強化され、雇用の増加が期待される。 

これらを通じ、本事業の政策目的である、半島地域における雇

用の確保、若年層の人口流出の抑制、地域経済の活性化を図るこ

とにより、定住を促進する。 
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10 有効性

等 

① 適用数  

単位：件 

 平成 

29 年度 

（実績） 

平成 

30 年度 

（実績） 

令和 

元年度 

（実績） 

令和 

２年度 

（見込） 

令和 

３年度 

（見込） 

令和 

４年度 

（見込） 

適用数 143 156 150 162 161 170 

※ 令和元年度以前は、関係道府県に聞き取った結果の実績値。 

※ 令和２年度以降は、令和元年度の適用実績について関係道府県に

聞き取った結果等をもとに算出した見込値。 

※ 算定根拠については別紙参照。 

  ② 適用額  

単位：百万円 

 平成 

29 年度 

（実績） 

平成 

30 年度 

（実績） 

令和 

元年度 

（実績） 

令和 

２年度 

（見込） 

令和 

３年度 

（見込） 

令和 

４年度 

（見込） 

適用額 823 923 1,529 1,816 2,041 2,224 

※ 令和元年度以前は、関係道府県に聞き取った結果の実績値。 

※ 令和２年度以降は、令和元年度の適用実績について関係道府県に

聞き取った結果等をもとに算出した見込値。 

※ 事業者の業種については、地域内の事業者数が業種ごとに異なる

ものの、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

の各業種に適用されており、特定の業種に偏って適用されているわ

けではない。 

※ 算定根拠については別紙参照。 

  ③ 減収額  

単位：百万円 

 平成 

29 年度 

（実績） 

平成 

30 年度 

（実績） 

令和 

元年度 

（実績） 

令和 

２年度 

（見込） 

令和 

３年度 

（見込） 

令和 

４年度 

（見込） 

減収額 

(法人税) 
193 216 355 421 473 516 

※ 令和元年度以前は、関係都道府県に聞き取った結果をもとに算出

した見込値。 

※ 令和２年度以降は、令和元年度の適用実績について関係道府県に

聞き取った結果等をもとに算出した見込値。 

※ 算定根拠については別紙参照。 

    【法人住民税・法人事業税】 

総務省「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関す

る報告書」において「影響額」が整理されているため参考として

記載する。 
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単位：百万円 

 

 

平成 

29 年度 

（実績） 

平成 

30 年度 

（実績） 

法人住民税 11,693 21,801 

法人事業税 12,387 27,167 

地方法人特別税 10,355 19,419 

   

  ④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

 

 平成 

29 年度 

（実績） 

平成 

30 年度 

（実績） 

令和 

元年度 

（実績） 

半島地域における 

社会増減率 
1.02 1.09 1.15 

 
本特例措置の活用により、農林水産物等販売業、旅館業に係る

設備投資が促されることで、半島地域と地域外との交流促進が期
待され、半島地域外から訪れる観光入込客数の増加が見込まれ
る。 

このため、これらを通じ、関連業種に係る半島地域における雇
用の確保を行い、若年層の人口流出の抑制、地域経済の活性化に
より定住の促進が見込まれ、社会増へとつながるものと予想され
る。 

    《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 
本制度を活用して最新の製造設備を導入することで、新規の顧

客開拓及び海外への輸出による販路拡大、数十人規模の新規雇用
を実現している事業者が複数ある等、投資促進、雇用創出の両面
から有効である。 

本制度が延長されない場合、設備導入に伴う半島地域における雇

用創出や地域経済の活性化の効果が減少し、条件不利性に伴う若

年層の人口流出や地域活力の減少が予想される。 

  ⑤ 税収減を是

認する理由

等 

本特例措置による減収額 355 百万円（令和元年度）に対し、

特例措置対象業者においては 62,894 百万円の設備投資が行わ

れ、また雇用も創出されているところであり、これらに伴う売上

増、所得増による税収増も発生していることから、税収減を是認

するに足る効果はあると見込まれる。 

※設備投資額は、関係道府県に聞き取った結果の実績値 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

本租税特別措置は割増償却であり、最終的な納税額に変化は生

じないため、補助金と比して国庫への負担が少なく、効率的であ

る。 
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  ② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

半島振興広域連携促進事業（69 百万円（令和２年度当初、国

費）） 

半島地域の自立的発展に向けた地域間交流の促進、産業の振

興、定住の促進を図るため、半島地域内の様々な主体が地域資源

や特性を活かして実施する取組を道府県がパッケージ化し、一体

的・広域的に推進するソフト施策に対する支援を行う。 

これに対し、本特例措置は、各種の事業の立ち上げや新規事業

の展開に必要な設備投資を促進するものであり、予算措置と支援

目的が異なることから、両者の間に代替性はない。 

なお、両施策が一体的に運用されれば、例えば予算事業により

半島地域の地域資源を有効活用する手法を確立するとともに、税

制特例により速やかな事業化を促進することができるなど、相乗

効果が生まれることが期待される。 

  ③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

本特例措置により、生活基盤の整備を行うとともに、製造業、

農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の振興及び雇用

の確保を図ることで、定住人口の減少傾向が改善されることが見

込まれるため、地方公共団体が協力する相当性がある。 

12 有識者の見解 － 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

平成 30 年８月 

 



（別紙）

○適用実績

※関係道府県に聞き取った結果及び聞き取った結果を基に算出した値。

※「計」は、上段の新規分に継続分を加えた数値。

○適用見込み

○適用件数・適用額・減収額算出根拠

【新規】

・R2年度見込み

＜適用件数＞

（35×（10.3／100＋1） ≒ 39

（R1年度新規適用件数 × （過去5カ年度の新規適用件数の平均増減率（％）／100＋1）

平均増減率：H27→H28（＋63.0％）、H28→H29（-13.6％）、

H29→H30（-2.6％）、H30→R1（-5.4％）の単純平均

半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

適用実績・適用見込みについて

年度 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1

産業振興促進計画作成市町村数 140 152 194

法人税率（％） 23.4 23.2 23.2

適用件数（件） 38 37 35

適用額（百万円） 301 151 320

減収額（百万円） 70 35 74

適用件数（件） 143 156 150

適用額（百万円） 823 923 1,529

減収額（百万円） 193 216 355

年度 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

産業振興促進計画作成市町村数 194 194 194

税率（％） 23.2 23.2 23.2

適用件数（件） 39 43 47

適用額（百万円） 397 438 484

減収額（百万円） 92 102 112

新
規

計

新
規

※R2～R4年度の「適用件数」及び「適用額」は、令和元年度の適用実績に
  ついて関係道府県に聞き取った結果等をもとに算出した見込値。

減収額（百万円） 421 473 516

計

適用件数（件） 162 161 170

適用額（百万円） 1,816 2,041 2,224



＜適用額＞

１件あたり適用額：1,529（百万円）／150 = 10.19（百万円）

R2年度適用見込額：10.19（百万円）× 39 = 397.41（百万円）

１件あたり適用額：R1年度適用額（計）／適用件数（計）

R2年度適用見込額：１件あたり適用額 × R2年度適用見込件数

＜減収額＞

適用額 × 税率（法人税：23.2%）

・R3、R4年度見込み

＜適用件数・適用額・減収額＞

R2年度と同様の算定式で算出する値になると見込む。

【計】

・R2年度見込み

＜適用件数・適用額＞

前年度実績（計）と当該年度見込（新規）との合計で算出。ただし、H27年度に制度を

適用した工業用機械等については、6年目を迎えるため、H27年度実績を除いて算出。

＜減収額＞

適用額 × 税率（法人税：23.2%）

・R3、R4年度見込み

R2年度と同様の考え方であるが、H28年度、H29年度に制度を適用した工業用機械等に

ついては、それぞれ6年目を迎えるためそれぞれH28、H29実績を除いて算出。




